
 

 

竹田市農業振興地域整備計画の変更手続きフロー 

 竹田市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るため優良農地と

して守る必要がある農地を、農業振興地域内の農用地（青地）として指定しています。この農用地

（青地）に指定されている土地に住宅、太陽光設備、植林等、農地以外の利用を計画するときには、

農用地からの除外手続きが必要です。この手続きを、「農振除外」といいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】竹田市農政課（☎63-4805） 

 

 

土地所有者等 竹 田 市 
農業委員会 

土地改良区 

農業協同組合等 

⑨公告・縦覧（案） 

異議申出 

（農振法第 11条） 

※公告・縦覧期間 

３０日間 

※異議申出期間  

公告・縦覧終了後 

１５日間 

⑫公告・縦覧 

（農振法第 12条） 

農林水産部関係各課 

その他関係機関 

（補助金返還を伴う

事案等で協議を要す

る場合） 

大分県豊肥振興局 

関係事業課等 

農林水産部 

（農地活用・集落営農課） 

（3,000 ㎡以上の案件につ

いて、転用の確実性を確認

するため） 
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※
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農用地利用計画変更の受付について 

・受付は年４回（３月、６月、９月、１２月の各月１０日〆）です。 

・農振除外は受付の〆日から６ヶ月程度かかります。その後農業委員会への農地転用申請が必

要になりますので、余裕を持った届出をお願いします。 

・原則として、第１種農地に該当する場合は、除外できません。 

 （第１種農地とは、10㏊以上の一団の農地や、土地改良法に基づく土地改良事業等の対象と

なった農地等、良好な営農条件を備える農地を指しています。） 

                                                                                                                                                                                                              

⑤協議調整 


